
 

 

 

 柏崎市の食の地産地消を推進するため、柏崎産の農林水産物を積極的に扱う飲食店や小売店

などを、「柏崎市食の地産地消推進店」として登録します。 

１ 食の地産地消推進店に登録されると… 

⑴ 登録証を交付します 

⑵ のぼり旗を貸与します（希望者のみ） 

⑶ 市ホームページやメディアなどでＰＲします 

⑷ 市内生産者との食材マッチング会に参加できます 

⑸ 期間限定で地元食材を使った特別メニューを提供する 

食の地産地消フェアに参加できます 

  

２ 対象店 

  市内で営業する飲食店、小売店、量販店、旅館・ホテル、食品製造業者など 

 

３ 主な登録基準 

●食の地産地消の推進に協力し、地場産物を積極的に販売又は使用し、ＰＲする意欲があること 

●地場産物の販売又は使用を、今後も継続する意欲があること 

 ※詳細は「柏崎市食の地産地消推進店登録制度実施要綱」をご確認ください 

（市のホームページに掲載しています） 

 

 

４ 登録期間 

登録日直近の３月３１日まで。ただし、登録期間満了日までに申し出がない場合は、自動更新

とします。 

 

５ 募集期間 

  通年 

 

６ 応募方法 

申請書を柏崎市産業振興部農林水産課農業振興係まで提出してください。 

登録料はかかりません。 

 

７ 書類提出先・問い合わせ先 

 柏崎市産業振興部 農林水産課 農業振興係 

 〒945-8511 柏崎市日石町 2 番 1 号 

 ＴＥＬ 0257-21-2295  ＦＡＸ 0257-22-5904 

「柏崎市食の地産地消推進店」を募集します 


